
１　総括

（1）人件費の状況（普通会計決算）

人 千円 千円 千円 ％ ％

（2）職員給与費の状況（普通会計決算）

人 千円 千円 千円 千円 千円 千円

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。
      ２　職員数は、２５年４月１日現在の人数です。
　　　３　給与費については、再任用短時間勤務職員の給与費が含まれており、職員数には当該職員を含んでいません。

（3）ラスパイレス指数の状況

　

246,416,620

6,802,050

6,877,315 42,100,628

4,380 16,717,594 5,273,519

期末・勤勉手当　　　　　　Ａ 給　 料

区　　分 歳 出 額

Ａ

住民基本台帳人口

（平成27年1月1日現在）

相模原市の給与・定員管理等について

Ｂ

人 件 費 率

　（注）　１　ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、
　　　　　　　　学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算した指数です。

２５年度

職員数区　分

２５年度 6,574

17.3

職員手当

Ｂ／Ａ

人 件 費

給 与 費

平成24年度の人件費率

17.1%

　　　　　計　　　　　Ｂ

28,793,163

715,145

（参考）実 質 収 支

（参考）政令指定都市平均

一人当たり給与費

6,619

（参考）一人当たり給与費

Ｂ／Ａ　　

　　　　　③100を超えている場合について、その理由及び改善の見込み。

　　　　　２　政令指定都市平均とは、政令指定都市のラスパイレス指数を単純平均したものです。

　　　　　３　平成２４年及び平成２５年は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値です。

※　平成２６年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３年連続で上昇している場合、

H23.4.1

100.4 

H23.4.1

101.3 H23.4.1

98.8 

H24.4.1

100.7 

H24.4.1

101.1 H24.4.1

98.8 

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

相模原市 政令指定都市平均 全国市平均

H25.4.1
100.2

H26.4.1
100.1

H25.4.1
100.8

H26.4.1
100.1 H26.4.1

98.6
H25.4.1
98.5
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（4）給与改定の状況

①月例給

円

％

    （注）  「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会の勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した
    　　　 平均給与月額です。

②特別給（期末・勤勉手当）

    （注）  「民間給与の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は
　　　　　　期末手当及び勤勉手当の年間支給月数です。

（5）給与制度の総合的見直しの実施状況について

（6）特記事項

円

公務員の支給月数 較差

Ｂ Ａ－Ｂ

0.27
（0.23）

382,065 ％

国の改定率
給与改定率較差

Ａ－Ｂ （改定率）

0.23 ％

勧告

％

公務員給与

（参考）

国の支給月数

（参考）

年間支給月数区　分

4.12 月 月 0.17

Ｂ

Ａ

382,926

Ａ

２６年度

民間給与

円

区　分

平成２６年の人事委員会勧告では、給料表の見直しに関する勧告がなかったため、現在のところ未実施の状況です。

月

③その他の見直し内容

4.10２６年度

民間の支給割合

861
0.23

月

（改定月数）

3.95 月 4.10 月

人事委員会の勧告

②地域手当の見直し

①給料表の見直し

[　　実施　　　未実施　　]

0.15

勧告

人事委員会の勧告

　　　　【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び
　　　　　　　　地域手当の支給割合の見直し等に取り組むとされています。

　実施内容（国基準における場合の支給割合及び相模原市の支給割合）
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
（1）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２６年４月１日現在）
　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 - 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円 円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

千円 千円

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。（平成23～25年の3ヶ年平均）

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではありません。

※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年度に支給された

　期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

　　　　③消防職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　　④医療職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

１　「平均給料月額」とは、２６年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、　 

　地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算出しています。

2.08

50.4

50.6

50.3

48.7

－－ －

－

1.51

公務員

－ －－

2.10

参考

Ａ／Ｂ

民間

対応する民間
平均年齢

の類似職種

1.27

－

－

平均給与月額 平均給与月額

（国ベース）（Ａ）

国

349,825

335,000

相模原市

うち清掃職員

区分

神奈川県

うち用務員

うち学校給食

区　分

42.3

国

うち自動車運転手

43.5

政令指定都市平均

41.8

平均年齢

43.2

325,072

328,887

平均給料月額

－

6,462.1

359

52.0

328,318

497,756

223

101

444

400,295

Ｃ／Ｄ

815,422

－

（Ｄ）

848,345

（国ベース）

－

うち清掃職員

47.8

（Ｃ）

1.72

政令指定都市平均

区　分

6,766.7

平均給料月額

平均年齢

－

1.55

－

うち学校給食

参考

年収ベース（試算値）の比較

公務員 民間

うち自動車運転手

相模原市

うち用務員

40.2

政令指定都市平均 40.0

区分

平均年齢

1,337

7,611.1

3,939.1

489,213

相模原市

5,724.3

平均給料月額

47.3

329,790

相模原市

神奈川県

9

39

職員数

54.6

2.35

387,260

406,205

433,597

356,931

417,732

廃棄物処理業

54.4

381,878

国

平均給与月額

（Ｂ）

2.39

調理士

－ －

区分

－

平均給与月額

相模原市

平均年齢

47.0

平均給与月額

428,315

488,450

435,054

1,099,405政令指定都市平均

3,190.6

421,341

398,494

－

3,700.1

50.1

50.4

平均給与月額

2,747.0

366,131

3,119

421,984

－

－

686,719

310,584

311,870

313,521

796,105

369,222

392,666

326,611

371,159

－

337,377

287,992

318,044

平均給与月額

（国ベース）

322,228

44.7

42.0

54.3

329,079 288,100

282,000

199,300

239,400

349,462

364,017 用務員

自家用乗用自動車運転者

386,312

（注）

平均給与月額

445,707

436,477

438,615

平均給料月額

平均給与月額
（国ベース）

386,340

382,261

408,472
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（2）職員の初任給の状況（平成２６年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 －

円 円 －

円 － －

円 － －

円 円 －

（3）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２６年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

－ － － －

３　一般行政職の級別職員数等の状況
（1）一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（平成２６年４月１日現在）

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

人 ％ 円 円

（注）１　相模原市一般職の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

（注）１　平成１９年に７級制から８級制に変更している。（新たに８級（局長）を設置）

（注）２　平成２１年に８級制から９級制に変更している。（旧給料表の１級を１級及び２級に分割）

（2）昇給への勤務成績の反映状況

　

260,600

最高号給の
給料月額

242,800

307,500

353,800

536,100463,400

該当者なし

287,100

317,900421,200

399,400

410,100

387,000

15.2

　職員の昇給については、毎年４月１日に、前年度における勤務成績の評定の結果に応じて行っています。
　平成２３年度から、前年度の職員評価の結果を参考とした勤務成績を反映させた昇給を実施しています。

局長、区長

1号給の
給料月額

135,600

185,800

222,400

454,800

476,800

363,100

25

338,729

401,020

389,411

171,648178,800

高　校　卒

96

14.6

12

12.3

335,999

１　級

２　級

５　級

424３　級

371

標準的な職務内容

医　大　卒

職員数

医　療　職

区　　分

389,711一般行政職 259,437

構成比

326,811

該当者なし

高　校　卒

技能労務職

384,800

357,583

経 験 年 数 ２ ５ 年

361,888

288,440

７　級

９　級

８　級 1.0

経 験 年 数 ２ ０ 年

会計管理者、部長

副主幹

主任

302 11.8

経験年数 １ ０ 年

参事

0.5

技能労務職

406,944

該当者なし

345,948

高　校　卒

区分

高　校　卒

課長

247,040

大　学　卒

大　学　卒

消　防　職

3.8

314

６　級

主事

該当者なし

16.6

617

388

主査

相模原市 神奈川県

127,776

144,500

237,700

278,567

24.2

204,500

区　　　         分

大　学　卒

消　防　職

主事

大　学　卒

医　療　職 医　大　卒

４　級

172,200

140,100

164,700

125,400

222,200

中　学　卒

一般行政職

高　校　卒

137,200

338,450

423,274

　※清掃職員の場合

経 験 年 数 ３ ０ 年

423,802

国

383,747

138,720

136,224

１級

11.8%

１級

11.7%
１級

4.4%

２級

12.3%
２級

9.6%
２級

8.8%

３級

16.6% ３級

16.6%

３級

16.1%

４級

24.2% ４級

24.4%
４級

25.5%

５級

15.2%
５級

16.5% ５級

21.9%

６級

14.6%
６級

15.9%

６級

18.9%

７級

3.8%

７級

3.8%
７級

3.2%

８級

1.0%
８級

1.0%
８級

0.9%

９級

0.5%

９級

0.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成２６年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比

９級

0.3%
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４　職員の手当の状況

（1）期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

月分 月分 月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分 月分 月分

・役職加算 ５％～２０％ ・役職加算 ５％～２０％ ・役職加算 ５％～２０％

・管理職加算 １０％～２５％ ・管理職加算 １０％～２５％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

○勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

　

（2）退職手当（平成２６年４月１日現在）

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額です。

（3）地域手当（平成２６年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

1.35

自己都合

（1.45）

応募認定・定年

相模原市

30.82 月分

52.44 月分

（0.65）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

21.62 月分

（0.65）

（加算措置の状況）

（1.45） （1.45）

27.025 月分

2.60

期末手当 勤勉手当

36.57 月分

43.70 月分

（支給率）

定年前早期退職特例措置
(2～20%加算)

１人当たり平均支給額（25年度）

（２５年度支給割合）（２５年度支給割合）

最高限度額

1.35

（支給率）

1,468

1.35

勤勉手当

相模原市

2.60

定年前早期退職特例措置
(2～45%加算)

勤続３５年

期末手当

勤続２０年

勤続３５年

勤続２５年

21.62 月分勤続２０年

勤続２５年 30.82 月分

377,768

33

国の制度（支給率）

10

その他の加算措置

52.44 月分 52.44 月分

3

2,484

旧城山町

0

99.9
（100.1）

相模原市

地域手当補正後ラスパイレス指数
（ラスパイレス指数）

43.70 月分

最高限度額

１人当たり平均支給額 6,175千円

52.44 月分

支給対象地域 支給率

9.5

支給実績（２５年度決算）

その他の加算措置

24,890千円

1,832,173

（0.65）

神奈川県

１人当たり平均支給額（25年度）

自己都合

職制上の段階、職務の級等による加算措置

国

（加算措置の状況）

国

期末手当

（加算措置の状況）

2.60

（２５年度支給割合）

勧奨・定年

旧藤野町

9.5

9.5

支給職員１人当たり平均支給年額（２５年度決算）

36

支給対象職員数

27.025 月分

52.44 月分

36.57 月分

52.44 月分

勤勉手当

職制上の段階、職務の級等による加算措置

1,564
－

職員評価の結果を参考にして勤勉手当の支給率を判定し、勤勉手当を支給しています。

（注）　支給対象職員数は一般行政職の職員数です。

（注）　地域手当後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、

　　　　地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数です。

　　（補正前のラスパイレス指数×（１+相模原市の地域手当支給率）／（１+国の指定基準の基づく地域手当支給率）により算出。）
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（4）特殊勤務手当（平成２６年４月１日現在）

千円

　円

　％

手当の種類（手当数）

国民健康保険診療所業務従事手当

当該業務に従事した職員

障害者訓練業務従事手当

市税の徴収に従事した職員

救急業務従事手当 当該業務に従事した救急救命士

消防の機関員

職員全体に占める手当支給職員の割合（２５年度）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条第1項又
は浄化槽法第53条第2項に規定する立入検査

市税外諸収入事務従事手当

清掃業務従事手当

機関員手当

環境衛生検査業務従事手当

保健所業務従事手当

当該業務に従事した職員

行旅病人の処置作業従事手当

主な支給対象職員

74,260

当該診療、業務に従事した職員

当該業務に従事した職員

市税以外の徴収に従事した職員

道路技能員

手当の名称

市税事務従事手当

社会福祉業務従事手当

左記職員に対する支給単価

56,601

支給実績（２５年度決算）

道路上作業従事手当

公害調査等従事手当 当該調査等に従事した職員

当該事務に従事した職員

災害現場作業従事手当

当該処置作業に従事した職員

当該作業に従事じた職員

診療所に勤務する医師の診療従事、
エックス線取扱業務

用地取得等従事手当

当該作業に従事じた職員

当該業務に従事した職員

支給職員１人当たり平均支給年額（２５年度決算）

日額600円、１人につき600円

日額300円

納付督励、滞納処分事務

納税督励、差押執行、公売執行

社会福祉業務従事

行旅病人、行旅死亡人及び変死人
の処置作業

日額600円、１人につき600円

１回1,000円、2,000円

1回510円
救急救命士が規則で定める救急救
命措置を行った場合

主な支給対象業務

20.9

日額240円～350円
感染症患者接触業務、結核患者接触業務、エックス線
取扱業務、化学検査、犬･猫引取等業務、毒劇物関係
立入検査

日額300円

ごみ収集、又はごみ処理作業等

日額1,000円

日額400円～700円

公害調査のうち水質、騒音、排気ガス測定や、塩化水
素等の有害ガスの発散する場所で行う立入検査等

用地の取得又は物件の損失補償の
交渉事務（民地）

日額300円

肢体不自由のある児童の保育、指導、治療相談、心理
判定、保健及び訓練補助の業務、その他の訓練業務

消防の機関員が勤務したとき

道路技能員が交通を遮断することなく行う
道路の維持修繕の作業に従事したとき

風水害等の災害のため出動して行う
現場作業

15種類

日額300円

日額400円

1勤務180円、230円

日額330円

月額350,000円
日額260円
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（5）時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（6）その他の手当（平成２６年４月１日現在）

円

円

円

円

円

　　　家賃23,000円以下

　　　家賃23,000円超え

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

43,15924,428

　通勤のため、交通用具又は交通機関等の交通手段に
よって住居と勤務地を往復する場合に支給

　管理職手当の支給区分等に応じた定額を支給

同

宿日直手当

　管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要
その他公務の運営の必要により週休日又は休日に勤務し
た場合に支給

　休日の正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職
員に支給 68,492

休日勤務手当 同
92,304

千円

千円

異

千円

243,344

6,698

　国の制度では、常
直勤務は月額
21,000円、その他特
別宿日直勤務は1
回5,100円～20,000
円

548,016

千円

　　配偶者がない職員の扶養親族のうち１人目

扶養親族のある職員に支給

13,000

　　１人につき

11,000

国の制
度 との
異 同

同

　配偶者以外の扶養親族

上限27,000円

　管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める
ものについては、その職務の特殊性に基づき支給
　等級、職により、月額５６，７００円～１０４，２００円

5,000

異

　　②交通用具使用者

家賃から12,000円を控除した額 同

千円

千円

千円

異

同

異

　国の制度では、科
学技術に関する専
門的知識を有する
職員を対象とするな
ど支給範囲及び支
給額が異なります。

　　　片道2km未満…支給せず
　　　片道2km以上…使用距離に応じ
　　　　　　　　　　　　　2,000円～24,500円

国の制度
俸給の特別調整額
46,300円～139,300
円

　医師及び歯科医師の職（国民健康保険診療所に勤務す
るものを除く。）に新たに採用された職員で、月額216,000
円を超えない範囲の額を採用の日から３５年以内の期間に
ついて支給

1,537

千円

18,038

住居手当

千円自ら居住するための住宅を借り受け、月額12,000円を超え
る家賃を支払っている職員で、借受名義人であるもの

管理職手当

異なる内容

　正規の勤務時間として、午後10時から翌日午前5時まで
の間に勤務を命じられた職員に支給

　　　1回4,200円

円

6,500扶養手当

　配偶者

　　　６箇月を超えない期間（支給単位期間）につき算出し
　　　た運賃等相当額（６箇月定期券等低廉な価格）を
　　　一括支給。ただし、１箇月当たりの限度額が55,000円

管理職員
特別勤務手当

　　満16歳の年度の初めから満22歳の
　　年度末までの子等の加算

支給職員１人当たり

支給実績（２４年度決算）

372,317

487,199

支給実績国の制度と
手　当　名 内容及び支給単価

支給職員１人当たり平均支給年額（２４年度決算）

　宿日直勤務職員に支給

109,800

731,531

22,628

235,327

87,611

（25年度決算）

267,044

2,254,800

平均支給年額（25年度決算）

448

同

1,869,197支給実績（２５年度決算）

2,000,213

支給職員１人当たり平均支給年額（２５年度決算）

初任給調整手当

国の制度
交通用具使用者
2,000円～31,600円

夜間勤務手当

通勤手当

　　①交通機関利用者

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（平成２５年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の総職員数

　　　　（管理職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

単身赴任手当

　勤務場所を異にする異動又は勤務場所の移転に伴い、
住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを
得ない事情により、同居していた配偶者と別居することと
なった職員

478

配偶者の住居との交通距離
に応じた加算額

上限45,000

23,000基礎額 2,808 468,000

千円
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５　特別職の報酬等の状況（平成２６年４月１日現在）

円 円

( 円)

円 円

( 円)

円 円

円 円

円 円

月分

月分

（注）１  　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。 

６　職員数の状況

（1）部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

人

人)

人

人)

人
（注）１　職員数は一般職に属する職員数です。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計です。

1

46

1,062,000

500,000

2.95

平成２６年

616

6

期
末
手
当

退
職
手
当

給　料　月　額　等

副 議 長

1,428,000

区 分

副 市 長

500,000

市 長

市 長

（参考）政令指定都市における最高／最低額

議 長 779,000

円／

500,000713,000

935,000

4,587

13,464,000円

副 市 長

953,000

1,061,000

議 員

1,148,000

467

22

4,671

118

[ 4,640 ］[ 4,620 ］

主な増減理由

　　（算定方式）

任期毎

692

任期毎給料月額×在職年数×480／100

給料月額×在職年数×360／100

平成２５年

21,926,400円

職 員 数

（支給時期）

　（２６年度支給割合）

円／

（１期の手当額）

労 働

市 長

　　　２  　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、
　　　　　　１期（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額です。

670,000

対前年
増減数

議会制度改革の検討

副 市 長

報
酬

議 会

870,000

議 長 　（２６年度支給割合）

普
通
会
計
部
門 3,202

527

735

議 員

45

商 工

総 務

農林 水産

　　　　　　　　区　　分

　　部　　門

23

税 務

民 生

教 育 部 門

計

消 防 部 門

一
般
行
政
部
門 48

衛 生

土 木

小 計

小 計

合　　計

そ の 他

会
計
部
門

公
営
企
業
等

下 水 道

水 道

048

462

214

3,137

5

616 0

6 0

区役所機能の強化・各区への事務移譲

市県民税特別徴収の拡大

生活保護受給者増加への対応、保育所の充実

4,381

500,000

1

人口１万人当たり職員数

＜参考＞

土木部門からの事務移管

13

業務体制の強化

0

1

副 議 長 2.95

810,000

円／

円／

円／

1,179,000

給
料

1,142,000

1,033

213

704

1,079

12

81 81

2

0

2

1

病 院

62.42

0

0

4,464

人口１万人当たり職員数 44.77

(類似団体の人口１万人当たり職員数

522 5

0

6

722 消防初動体制の強化

65

45

83

企業会計化への取り組みの推進

206

国民健康保険体制の強化

65.32

84

6

207

＜参考＞

＜参考＞

人口１万人当たり職員数

(類似団体の人口１万人当たり職員数

117
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（2）年齢別職員構成の状況（平成２６年４月１日現在）

　

（3）職員数の推移
（単位：人・％）

（注）各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。

平成２３年 平成２４年

56歳

～

3,107

196194

人

206

3,137

718

4,324

513535

3,129 3,078

525

3,083

～

4,536

人人 人 人 人

52歳

～ ～

44歳
～

4,338

519

198

28歳 40歳36歳

区　分

32歳

未満

～

20歳 24歳

～

20歳

～ ～

人

23歳 27歳 31歳

人

35歳

～
職員数

35612

人 人人 人

490 434

4,580 4,513 4,520

211

4,381

234

39歳

445

43歳

548

47歳

4,587

522

計

60歳48歳

( 2.0 %)

481

527

735

4,464

平成２６年

△ 8

30

207 ( △ 1.9 %)

705

4,671総合計

4,369 4,319

　　　　　　年度

　部門別

過去５年間の
平成２５年

722

526

715 716

73

( 2.2 %)

539 604 9

一般行政 ( 2.3 %)

( △ 1.5 %)

( 4.3 %)

以上55歳

4,671

59歳

人

51歳

△ 4

91

3,202

教育

消防

普通会計計

平成２２年平成２１年

公営企業等会計計

95

増減数（率）

0

2

4

6

8

10

12

14

16

構成比

５年前の

構成比

%
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